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韓国被爆者に対する市民団体の援護活動
―孫振斗裁判と日本市民団体の結成―
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はじめに

1945年8月6日と9日、広島・長崎に投下された米軍
の原子爆弾は死亡者を含めて、69万1500余名の被害者

（そのうち朝鮮人被害者は7万余名と推定される）を生
み出した。8月15日、日本の終戦宣言とともに朝鮮は植
民地支配から解放され、原爆から生き延びた朝鮮人被爆
者2万3000余名も他の朝鮮人とともに朝鮮へ戻った。そ
の後、日本は連合国諸国と1951年9月に「サンフランシ
スコ平和条約」を締結し、それに従って、日本政府は韓
国政府と国交正常化および戦後処理にむけた交渉を開始
した。その措置によって、この間韓国社会で忘れられて
いた韓国原爆被害者問題がようやく浮かび上がるように
なった。1965年5月22日、『中国新聞』『長崎新聞』の「民
団広島本部の在韓被爆者実態調査団派遣」報道により、
日本の市民運動家や医師らが在韓原爆被害者の存在を知
ることになり、彼らの補償に対する期待も大きくなった。
しかし、1965年6月22日に締結された「日韓基本条約、
日韓請求権および経済協力協定」には被爆者補償問題を
含む過去の植民地被害に関わる内容はなかった。

これに失望した韓国の被爆者たちは1967年「韓国原爆
被害者協会」を結成し、彼らに対する責任補償運動をは
じめた。一方、韓国の被爆者の中から、治療のために日
本に密航する者が出始めた。そのような中、1970年、孫
振斗が密入国して捕った事件によって、日本の市民団体
の中で「孫さんを救援する市民の会」が結成され、海外
被爆者の「被爆者健康手帳交付」に対する訴訟、いわゆ
る「手帳裁判」がはじまった。

孫振斗の「手帳裁判」は、韓国被爆者と日本の市民団
体との連帯によって行われた最初の裁判で、韓国の原爆
被害者たちと日本の市民団体が連帯したことに重要な意
味がある。韓国被爆者に対する責任補償を回避してきた
日韓両政府の対応の中で、「孫さんを救援する市民の会」
などの市民団体の援護活動は、彼らが闘争を始める上で
重要な役割を果たしたが、まだその援護活動とその意義
は充分に究明されていない。

韓国の原爆被害者に関する研究1は1990年代から、原

爆症に対しては医学界、裁判活動に対しては法学界、福
祉面に関しては社会学界など、さまざまな分野で行われ
てきたが、韓国原爆被害者の被害や彼らの活動に焦点を
おいた研究がほとんどで、彼らを支援してきた市民団体
の活動を主たる対象とする研究はほとんどないといって
よい。韓国原爆被害者たちを支援してきた「韓国原爆被
害者を救援する市民の会」の市場淳子による『広島を持
ちかえった人々－韓国の広島はなぜ生まれたのか』2も韓
国原爆被害者の起源と闘争の歴史について分析した研究
書であるが、この作業を日本人として、国家が放棄した
戦争責任に対して贖罪する心情で行ってきたためか、韓
国原爆被害者問題に積極的に連帯活動をしてきた自分を
含む日本の市民団体の役割の叙述は含まれていない。

ゆえに、この論文では、韓国原爆被害者の活動を支援
してきた日本市民団体の活動の究明を目指したい。具体
的には、孫振斗の「出入国管理令違反裁判」と「手帳裁
判」の過程で力になってきた市民運動家や「孫さんを救
援する市民の会」などの市民団体の援護活動を明らかに
し、その活動の意義を究明することを目的とする。それ
は、韓国原爆被害者の闘争の歴史をより深く理解し、韓
国原爆被害者に対する戦後日本の責任のとり方の一つの
形を究明することにつながるだろう。

本論文の構成を述べる。まず第1節では、 なぜ韓国被
爆者たちが日本に密航することになったのか、またそれ
に対して日本がどのように対応したのかを論述し、問題
の背景を明らかにする。第2節では、孫振斗の密入国の
経緯と、逮捕後の孫振斗を支援する日本市民団体の運動
の経緯を明らかにするとともに、運動に対する韓国政府
の動きにも言及する。第3節では、当時の密航被爆者に
対する社会の意識を踏まえながら、「出入国管理令違反
裁判」とその裁判を支援した日本の市民団体の活動を明
らかにする。第4節は、「出入国管理令違反裁判」の敗
訴後の市民運動の展開と、孫振斗のいわゆる「手帳裁判」
の過程を再構成するとともに、日本政府の対応を明らか
にする。「おわりに」では、韓国原爆被害者とそれを支
援する日本市民団体の活動の意義について若干の考察を
する。
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１．密航する韓国被爆者と日本の属地主義

韓日協定で自分たちに対する責任補償が行われなかっ
たことに失望した韓国原爆被害者たちは、1967年7月10
日、韓国保健社会部より法人許可を受け、「韓国原爆被
害者協会」という公式的な団体として活動を始めること
になった。

同年11月4日、「韓国原爆被害者協会」は日本大使館
前で初の団体活動を開始した。彼らは大使館前で「私の
体を弁償しろ。日本政府は韓国被爆者に対する賠償をし
ろ」というプラカードをかかげてデモをし、日本大使か
ら「日本政府は日韓協定によってすべて補償しており、
これは個別的なものではなく、一括して補償したのだ。
政府間の補償問題はすでに終わったので、人道的立場か
ら民間レベルの募金運動などで手伝おう。」3とする意見
をもらった。
「韓国原爆被害者協会」の初めての団体活動は、これ

まで個別に不満を持っていた原爆被害者らが一つの団体
として組織的に日本に向けて自分たちに対する責任の補
償を要求した事件として大きな意味を持つ。協会の創立
と法人化によって原爆被害者の個々の声が一つに集まっ
て、団体の活動となり、その活動を通じて韓国内の世論
が関心を持つことになった（この協会のデモは『東亜日
報』の社会面で報道4）。そのような社会的関心はこれま
で原爆被害者に対する責任と補償を無視してきた日韓両
政府が、どのような形であったとしても対応をしなけれ
ばならない状況を作り出すのに重要な役割をしたのであ
る。

一方、日本では、1968年5月20日、被爆者の生活を援
護するための手当の支給を定めた「原子爆弾被害者に対
する特別措置に関する法律」5 （以下、原爆特別措置法）
が制定された。この法は日本の被爆者運動と原水爆禁止
運動によって制定された。原爆被害が「原爆医療法」の
対象範囲である健康問題に止まらず、生活にも及ぶため、
国家補償に基づいた医療や生活援護を実施するための援
護法が必要だということを日本政府が認めたものでもあ
る。その背景には、1963年、日本人被爆者が日本政府に
被爆の損害賠償の要求のために提起したいわゆる原爆裁
判に対して、裁判所が被爆者に対する特別立法が必要だ
ということを認めたことである。これによって、日本の
原爆被害者の福祉を図る目的として医療特別手当が支給
され始め、国家による補償がなされるようになった。

しかし、日本のこのような積極的な被爆者救済政策に
よって支援を受ける日本人被爆者とは違い、韓国人原爆
被害者たちは依然として苦しい日々が続き、「韓国原爆
被害者協会」の活動に対して、韓国政府も日本政府も実

質的な措置は何もとらなかった。当時、協会の主な活動
は自分たちに対する責任補償を要求することはもちろ
ん、韓国人被爆者たちを協会に加入させることも重要な
活動の一つであった。協会の努力によって、加入被爆者
数は1968年に1,857名に達した。しかし、韓国政府や社
会からの支援はなく、中古品を売り、配給をお金の代わ
りにするという、苦しい協会の活動6をするしかなかっ
たし、韓国の原爆被害者の不満はどんどん大きくなり、
その中から他の道を探そうとする被爆者たちが生じるこ
とになった。

このような日韓両政府の無慈悲ともいえる対応と苦し
い協会の活動に失望した協会の幹部の中から密航船を
作って、大挙日本に入って、韓国人被爆者の貧しい状況
を訴えて治療を要求しようという声が出始めた。7当時、
韓国人が日本に行くためには、旅費はもちろん、パスポー
トやビザを受けるために多くの時間とお金が必要であ
り、保証人や身元を証明するための書類の提出も要求さ
れた。実際、貧しい生活をしてきた韓国原爆被害者が合
法的な方法で日本に行くのはほとんど不可能なことで
あった。

このような状況の中、1968年10月、釜山に住んでいた
孫
ソン

貴
グィ

達
ダル

が小さな密航船に乗って日本の山口に密入国して
逮捕されるという事件が発生した。広島原爆の当時、彼
女は広島市立女子中学校の学生であった。その後、広島
で高校を卒業した後、故郷である韓国泗川に戻った。帰
国後、めまいや体がだるいなどの症状があり、日本での
治療を計画して密航したが捕まった。裁判で彼女は、日
本での治療を訴えたが、山口地方検察は密入国して逮捕
された彼女に対して、医療機関を診察させた結果（しか
し、原爆症の専門医ではなく拘置所の嘱託医の診療で
あった）、原爆病が現れなかったため、他の密入国者と
共に起訴し、（『京郷新聞』「密入国者として起訴、原子
病治療孫女人」1968年10月12日）、10月14日、下関韓国
領事館の要請によって保釈、韓国に強制送還した（『東
亜日報』「孫女人保釈」1968年10月15日）。

この事件をきっかけに、「民団広島県本部」は、「核禁
広島県会議」と共に、1968年10月26日、「韓国被爆者救
援日韓協議会」を発足（会長村上忠敬、副会長チェソク
ヒャン）し、被爆者の招請と実態調査などを目的として、
在韓被爆者対策に乗り出すことになった。韓国人原爆被
害者を支援してきた日本の市民団体である「韓国の原爆
被害者を救援する市民の会」は、この孫貴達の密航につ
いて、「孫貴達が密航してきたのは、…それが「密航」
なるが故に日本では「事件」となり、事件が起こっては
じめて多くの日本人はことの重大さに気づかされたので
ある」8と後に述べたが、それは、この事件によって、
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韓国の原爆被害者に対する日本社会の市民たちの動きが
本格的に始まることになったからである。日本の市民た
ちはこの孫貴達の密航の事件を通じて、韓国の原爆被害
者の状況と、それに対する日本の無責任を知らされたの
であった。後に日本の市民たちが「（日本は）加害者と
して内なる朝鮮人被爆と向き合おうとはしなかったし、
また、戦前戦後を通じて差別政策をとり続ける行政の壁
が、彼らの前に大きく立ちふさがっていたことにも、私
たち日本人が無関心であったことを上げなければならな
い。その意味で朝鮮人被爆者問題は日本人にとっての戦
後責任である」9と述べているように、孫貴達の密航事件
は彼らの責任意識のきっかけになったのである。

この密航事件と日本の市民団体の動きを契機に、「韓
国原爆被害者協会」の釜山支部長だった嚴

オム

粉
ブン

連
ヨン

とソウル
の会員だった林

イム

福
ボク

順
スン

の2人が「韓国被爆者救援日韓協議
会」の招請を受け、12月に行われた京都の「第2次世界
大戦韓国人戦没者慰霊祭」に参加することになった。彼
女たちは慰霊祭後に広島原爆病院に治療のために入院
し、林福順は「私は女子挺身隊員で作業中に被爆した。
日本人として被爆した我々に日本政府は日本人と同様の
被爆者健康手帳を与えなければならない」10 と訴え、広
島に「被爆者健康手帳」の交付を申請したが、1969年2
月14日、厚生省は「被爆者健康手帳」の交付を却下した。
その後、このような一時入国した外国人についての「被
爆者健康手帳」交付却下に対して、厚生省の村中俊明公
衆衛生局長は、1969年5月8日、初めて韓国人被爆者問
題が日本国会で取り上げられた衆議院社会労働委員会で
次のような見解を明らかにした。

「（原爆2 法は）法の建前が、地域社会の福祉の維持
増進を目的とする社会保障立法である。したがって、こ
の法の適用を日本人以外が受けられないという排除はな
いけれども、国内で生業を営んでおる、すなわち、居住
の本拠が日本にあるという風なことが前提条件になって
いる。言いかえますと、この法律は、属人主義ではなく
て属地主義の立前をとっておるというふうなことで、た
とえば一時的に日本を訪れたというふうな外国人にたい
しては、適用にならないわけであります。」11

このように厚生省の韓国人被爆者に対する手帳交付の
拒否の理由は、法の適用範囲を日本国内に限定する属地
主義であった。原爆2法、つまり「原爆医療法」と「原
爆特別措置法」をすべての被爆者という範囲ではなく、
日本国内に居住関係がある被爆者に限り適用するこの政
策は、日本国内の被爆者と海外の被爆者を差別すること
を意味する。

自分が申請した手帳交付の却下に対して、嚴粉連は当
時の状況を「外国人として被爆者健康手帳を申請すると
いうのがマスコミに過度に露出され、日本政府が一度被
爆者健康手帳を交付することになれば、その以後のこと
を耐えられないという負担感を持ったため、却下決定を
したようだ」12と回想している。 確かに、その却下の理
由は厚生省が明らかにしたような属地主義の適用だけで
はないかもしれない。なぜなら、1964年の東京オリンピッ
クの際、本国家族招請事業によって観光のために日本を
訪れた朴道延に手帳が交付された前例があったからであ
る。この点から考えると手帳交付却下の理由には、世論
が広がっていく中で海外被爆者に一旦手帳を交付する
と、それが前例になって、数多くの海外被爆者に「被爆
者健康手帳」を交付しなければならず、それに関わる予
算も考えなければならなかったということがあるかもし
れない。ひいては、日韓間の植民地支配に関する責任問
題が再び提起される恐れもあっただろう。

このような様々な理由による日本政府の差別と韓国政
府の消極的な対応の中で、責任補償に対する「韓国原爆
被害者協会」の訴えは大きな成果を挙げなかった。そこ
で韓国原爆被害者協会は日本の市民団体との連帯にさら
に重点を置くようになった。そのきっかけは1970年の3
代協会会長申

シン

栄
ヨン

洙
ス

の就任であった。申栄洙は1919年3月、
京畿道平沢市で生まれた。1942年徴用を避けて広島に渡
り、陸軍指定製薬工場で働いた。広島原爆投下当時、爆
心地から1.2Km離れた地点の電車停留場で電車を待って
いた時に被爆した。原爆の光の熱によって顔の左半分が
燃え、左の耳を失って顔はケロイドで収縮した。彼のそ
うした容貌が被爆者の惨憺たる実情を知らせることに大
きな役割になるがゆえに3代会長に選出された。

1967年に「韓国原爆被害者協会」が設立されてから、
社会的に名望が高い人たちを会長に推戴、政府との交渉
を目標として活動したが、申栄洙の会長選出を契機に、
被爆者自らが相互救護団体、闘争団体として活動を始め
るようになった。以降、申栄洙は、日本を訪問して韓国
人被爆者の実態について知らせ、日本の市民団体に覚醒
を要求し、連帯活動を始めた。

２．孫振斗の密入国と平岡敬との出会い

「韓国原爆被害者協会」の闘争団体としての再出発は、
韓国の被爆者たちと日本の市民団体との積極的な連帯の
始まりを意味する。しかし、そのような動きに決定的な
役割を果たしたのは孫振斗の密入国と手帳交付に関する
裁判であった。

韓国で申栄洙の「韓国原爆被害者協会」の会長就任に
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よって、協会の活動が少しずつ広がるなか、 以下のよう
な新聞報道によって、孫振斗の密入国記事が日本社会に
伝えられた。

 
「佐賀県串浦港に3日朝、密入国を図り逮捕された韓

国船進栄号の韓国人15人のうち、一人が“広島で被爆し
たので、日本に治療するため密航した”と話している。
この韓国人は釜山市釜山鎭区。無職、孫振斗（43）で、
43年10月韓国人被爆者の密航として話題になった釜山市
釜山鎭区冷井洞、無職、孫貴達さん（40）の実兄…」（1970
年12月8日『中国新聞』朝刊）

孫振斗は、1968年、日本に密入国して治療をしようと
したが、強制送還された孫貴達の兄で、1927年、大阪で
生まれ、日本名は「密山文秀」である。1944年に家族と
ともに広島市南観音町へ移り、父の仕事を手伝っていた
関係で、皆実町の専売局構内にあった電信電話局倉庫の
中で被爆した。父親は被爆三年目に死亡した。戦後、日
本へとどまった彼は、1951年、外国人登録令違反で韓国
へ強制送還されたが、その後、密入国と強制送還を繰り
返した。

「両親は朝鮮語で話をしていたが、自分と話すときは
日本語だった。朝鮮語は名前が書けるのと聞き取れる程
度だった。韓国では母、妹、妹の二人の子と一緒に生活
していた。家は平屋で三部屋あったが、五人で暮らす余
裕はなかった。生活は妹に見てもらった。自分はいつも
身体がだるく続けて仕事ができなかったし、する仕事も
なかった。それに朝鮮語ができなかったので馬鹿にされ
た。母は仕事ができない状態にあり、子供の面倒を見て
いた。生活が苦しいために六二年ごろから財産を処分し
はじめ、七〇年ごろにはすべてなくなってしまった」13

このように、韓国に帰国したが、韓国語があまり話せ
なかった彼は生計をたてるために、仕事を求め、密入国
を繰り返したのである。韓国に帰ってきた彼は1970年夏
から微熱が出て、頭がひどく揺れ始めた。釜山の病院で
診察を受け、原爆症が疑われるという診断を受け、薬を
処方されたが、病気はよくならなかった。これによって、
彼は、日本における専門的な検診と治療を望んで再び密
入国を決心するようになった。

1970年12月3日、逮捕された時、微熱や貧血、全身の
倦怠感に悩まされていた孫は、「韓国では適当な治療施
設もなく、原爆症の不安にかられて密入国した。私の身
体をこんなにしたのは日本政府なのだから、責任を持っ
て治してくれ」14と訴えた。

では、当時の彼の密入国、特に治療のために密入国し
た被爆者がいるということがどのように世間に知らせさ
れたのか。逮捕された孫振斗を含む15人の密入国者はた
だちに呼子署へ連行され、翌4日唐津署に身柄が移され
た。彼はその日、釜山で知り合ったカメラマンの藤崎康
夫、評論家竹中労両に面会を求める電報を打つ。15　7日、
共同通信の記者が唐津署刑事から取材し、8日朝刊の『中
国新聞』『長崎新聞』などに報道された。

しかし、世論の盛り上がりはとぼしく、前回の孫貴達
の時に運動していた「韓国被爆者救援日韓協議会」はいっ
こうに動く気配を示さなかった。これに対して、「警察・
検察・入管側は前回孫貴達の密航事件の教訓をフルに生
かして、先手先手と打ってきていた」16。つまり、『中国
新聞』『長崎新聞』に記事がのった翌日、唐津署へ移さ
れていた孫振斗に、唐津日赤での検診を受けさせていた
のである。前回の孫貴達の場合は、原爆医療の専門では
ない拘置所の嘱託医に診断を依頼したために診断の信頼
性が疑われたのに対して、今回は原爆医療の指定病院に
診断を依頼し、治療のための入国という主張への対応策
を準備したのである。

一方、 孫振斗の密入国の記事を読んだ平岡敬はフ
リー・カメラマンの重田雅彦や関心を持つ友人らと唐津
署へ向かった。

韓国原爆被害者問題に関心を持って活動してきた代表
的な市民活動家の一人である平岡敬（当時中国新聞記者、
後に広島市長）は、朝鮮からの引揚者17という個人的な
背景を持っている。1927年大阪で生まれた平岡は両親の
故郷が広島であった。1934年からは家族の事業の関係の
ため、当時植民地であった、現在の北朝鮮の興南、韓国
のソウルなどで小学校・中学校時代を過ごした。朝鮮に
行く前に、後に広島の爆心地になった本川小学校に1年
ほど通ったことがあるが、敗戦後に帰国して、ここの同
級生のうち2人以外は全員、原爆で死亡したという事実
が彼の活動に深い影響を及ぼしたという｡18　植民地朝鮮
での生活、そして広島地域に駐在する記者として反核平
和運動に関心を持った進歩的な性向の彼の履歴は自然に
在韓被爆者問題につながる潜在力を持っていた。

平岡が韓国原爆被害者問題に関心を持つようになっ
た、直接的なきっかけは、1964年、韓国から届いた手紙
であった。当時、韓国馬山国立病院に入院中だった朴

パク

洙
ス

岩
アム

から送られたその手紙は、韓国原爆被害者の実態と救
済を訴える内容であった。平岡はこの手紙をきっかけに
日韓協定締結後、韓国を訪問し、初めて韓国原爆被害者
に会うことになる。平岡は「韓国・馬山から編集局に1
通の手紙が届き、僕に回ってきた。広島の学校を出て比
治山（南区）近くで被爆したという男性が治療を受けた
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いと日本語で書いた手紙を読み、ショックを受けた。朝
鮮人の被爆は知識としてはあっても、それがわれわれに
とって何を意味するのかを考えていなかった。植民地支
配と被爆という二重の被害に目が向いていなかった。」19

と回顧した。
日本に帰ってきた平岡敬は、その年の1965年11月25日

から『中国新聞』朝刊に「隣の国韓国」というタイトル
で10回の連載記事を掲載した。それは、朝鮮戦争後の戦
時体制のもとで暮らしている韓国社会の姿を知らせ、韓
国原爆被害者の存在と支援の必要性を知らせるためで
あった。その後も彼はこの記事を加筆して、雑誌『世界』
の1966年4月号に「韓国の原爆被災者を訪ねて」を発表
し、『証言は消えない』20の中の一部として出版した。

1970年12月、唐津署に行って孫振斗との面会にこぎつ
け、彼の写真を撮った平岡敬はそれを持ち、被爆当時住
んでいたという広島市西区南観音町を歩き事実関係を確
かめた。平岡は広島大学で闘争をやっていた人たちにも
支援を頼んだ。その結果、若い医師は診察に行き、学生
は1970年12月「孫さんを救援する市民の会」をつくり、
保釈と広島での治療を訴えるようになった。そして、九
州に人を送り込んで孫振斗を弁護する弁護士を探した。

（崎間昌一郎弁護士選任、12月14日）21

その時期の日本の社会運動界では、これまで入管問題
に関わる中で朝鮮人被爆者問題に関心を寄せていた学生
労働者や婦人有志のグループが、東京、大阪、長崎、福
岡等で、韓国被爆者に対する運動に取り組みを始めた時
期であった。そうした中で一枚のビラが広島で配られた。

「朝鮮人被爆者“孫振斗さん”を救援しよう！
十二月三日、孫振斗さんは佐賀県東松浦郡鎮西町名護

屋、串浦漁港に於いて十五人の人とともに密入国の容疑
で逮捕されました。

　その際、孫振斗さんは“広島で被爆したので日本で
治療のため密航した”と言うことを明らかにしました。
この人は一九六八年十月“原爆症の治療を受けたい”と
山口県に密入国して話題になった、孫貴達さんの兄さん
です。彼は広島市御幸橋西詰専売公社（約二キロ）で
十八歳の時被爆した。彼の体には倒れてきた建物の柱や
ガラスの破片での外傷は今も残っているが、何よりも彼
を苦しめたのは今年の夏から急に激しくなってきた原爆
症と思われる症状である。頭がフラフラし時には微熱が
出、体がやせてきて、釜山の第一病院で診察して貰った
ところ、原爆症といわれ投薬を受けていた。十二月十五
日、密入国のかどで唐津地検に起訴され、唐津署に現在
拘留中である。

しかし、彼は弁護士にも、面会に行った被団協の人に

も“日本で検診、治療してほしい”と一貫した主張を続
けている。

広島、長崎で被爆し韓国に引き揚げっていた朝鮮人被
爆者のうち、現在生存しているひとは八千近いといわれ
ている。そしてその大半が満足な治療も受けられず、後
遺症に苦しんでいると伝えられている。

このような状況の中で、彼らが日本での専門の検診
治療を望んで日本へきたいと言うのは当然であろう。
一九一○年、日韓合併以来特に第二次世界大戦中、日本
が朝鮮に植民地政策をしいてその政策の中で数多くの
人々が強制連行され、広島市内にも約四万人が（1945年）
在住していた。

　そしてかれらは被爆した。このことを考える時、孫
氏の訴えは当然であり、私たち広島の市民が彼の要求を
支援することは当然である。多くの人に孫さんの救援を
訴えます。

孫さんを救援する市民の会」22

このようなビラによって、 韓国被爆者と孫振斗の状
況、そしてそれを支援しようとする「孫さんを救援する
市民の会」の存在が広島で知られることになった。この

「孫さんを救援する市民の会」は、1年後の1971年12月、
申栄洙の渡日による「韓国の原爆被害者を救援する市民
の会」の結成まで、孫振斗の滞留と治療のための運動を
主に行い、孫振斗のための支援をしてきた。「孫さんを
救援する市民の会」は二人の医師を派遣して、これまで
孤立無援であった孫振斗を診断し、密入国に関する裁判
の一審において精密検査のための保釈を要求した。

一方、韓国政府は、この「孫さんを救援する市民の会」
の医師派遣に対して、孫振斗に面会、領事館で身元引き
受けの用意があること、密航は国の恥であると発言し、
診断を行った森氏とはどう言う人か、支援側は北との関
係はないか等を問いただした。 23当時の韓国では社会運
動をする人たちは反政府という性格が強く、北朝鮮勢力
との関係があるのではないかという警戒が広がっていた
ため、韓国政府は「孫さんを救援する市民の会」の活動
の意図を疑い、なぜ密入国したのかではなく、密入国自
体のみを問題化して韓国の恥であると発言をした。そし
て、韓国政府は自国民である孫振斗に対していかなる支
援もしなかった。

このような自国民に対する韓国政府の無関心にもかか
わらず、「孫さんを救援する市民の会」は診断書とあわ
せて、広島で原爆医療にたずさわってきた河村、原田医
師の被爆者の特質と専門医による検診・治療の必要性を
といった意見書を集めて、弁護士（崎間から中村経生に
かわる）へ送り、保釈申請を行った。それによって、「手
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帳裁判」といわれる孫振斗の「被爆者健康手帳交付却下
処分の取り消し訴訟」が始まることになった。

３．出入国管理令違反裁判と「孫さんに治療を！全国市
民連合会」の結成

1970年12月26日、朝日新聞に「密航被爆者救援は疑
問」24の見出しで始まる、次のような市民の投書が掲載さ
れた。

「日本で治療を受けたいと韓国から密航してきた原爆
被害者を守ろうという運動がおこっている。原爆被爆者
であることは先ず間違いないといわれているが、四十三
年に密航してきた時は、原爆症の疑いなしとされ、果た
して原爆被害者であるかは、まだ取り調べの段階である
こと。それにもかかわらず、広島から救済運動が起こっ
たのは、原爆症の痛ましさを一番知っている地元なれば
こそだ。しかし、私はこの運動に若干の疑問なしではい
られない。

広島は従来、心ない人たちによって、原爆を売りもの
にしているという批判もかなり受けている。これは原爆
被災者の真の苦しみを認識しないものが一方の側面だけ
をみての批評だと思うが、残念なことに広島からそうで
はないという明解な反論を試みた人は余りいなかった。
地元として原爆被災者の救済を求めはするが、法を踏み
はずしてまで求めようとしたのはなかった。

この点は広島人の名誉のために強調すべき事実だと思
う。

したがって今回の救援活動も、法治国家としての認識
を外国人にまであやまらしめるような性格ではないか
と、充分見極めた上で為すべきである。広島を原点とす
る諸運動は、今後とも世界の理性に訴えるために、決し
てやましいものであってはならないのである。」

ここで問題とされていることは、孫振斗が被爆者であ
るかいなかではなく、密航者であること、つまり正式な
法的手続きで入国した者ではないということであった。
原爆被害と被爆者救済に敏感である広島においても、孫
振斗の救済に対する否定的な意見が存在し、それが新聞
紙面上に掲載されたことを考えると、密航者孫振斗の救
済に対して否定的な見方もかなり存在したと考えられ
る。それは、確かに孫振斗と市民の会が乗り越えなけれ
ばならない事実であった。それを乗り越えるために、12
月30日、市民の会は運動方針として、「入管を考えなが
ら被爆問題に取り組む。朝鮮人被爆者への運動として行

く。朝鮮人への働きかけと、原水禁運動の欠落部分を追
及する」25の3点をかかげた。1971年1月6日の市民の会
ではこれまでの孫振斗の接見の模様が報告され、孫振斗
が被爆者健康手帳と治療を希望していることを確認し、
彼の滞留と治療に対する運動、裁判の支援を本格的にす
ることになった。

1971年1月23日、佐賀地方裁判所唐津支部で孫振斗の
出入国管理令違反事件の第1回公判が開かれた。孫振斗
を支援する側から、韓国被爆者の状況については平岡敬、
韓国被爆者に対する日本政府の対応については弁護士中
島竜美、原爆症と孫振斗の状態については広島医大の広
瀬脩二、孫振斗の韓国の生活状態については評論家であ
る竹中労両がそれぞれ証言するために出席した。26

これに対して、検察官は「被告人が原爆症である旨供
述するが、唐津日赤病院での診療の結果は、白血球が少
なく、結核性ではあるが原爆症の疑いは薄いと言うこと
である。また、その疑いがあるとしても、被告人の態度
は病人とは見受けられず、生命の危機にあるとは思われ
ない。被告人は密航ブローカーであるとの疑いも濃い（中
略）発見されたとき、住民登録証を破っていること等、
犯情は特に同情の余地は見られない。原爆被爆者ならば
正規の手続きを取れば入国できるので、そのようにして
貰いたい。法律があればこれを守るべきである。被告人
には前科があることも考慮し、相当法案を適用の上、被
告人を懲役10ヶ月に処するを相当と思料する」27と意見を
述べた。

孫振斗は最後陳述にあたって、「私は検察官からブロー
カーといわれましたが、そんなことは全然しておりませ
ん。私は原爆の犠牲者でもあるし、母と一緒に治療もし
ていました。現在一家はるつぼの中にあり、これは誰が
したのか。このことを十分考慮して下さい。」28と発言し
た。

出入国管理令違反裁判の判決は、1週間後の1月30日
に下った。求刑通り懲役10ヶ月であった。伊藤裁判長が
判決の最後にその理由を次のように話した。

「この判決を進めるに当たって、裁判所が考慮した情
状について若干説明する。まず動機の点であるが、この
点検察官、弁護士側に争いがあるので、特に説明してお
くと、当裁判所のこの点に関する認定の要旨は次の通り
です。

その第一点は、被告人が広島に於いて被爆した事実こ
れは認められる。

その第二点は、いわゆる原爆症と判定できる証拠はな
いし、また現在治療を要するほどのものとも認められな
い。
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その三点は、本件密入国の目的は原爆症その他の病気
治療のためとは認められない。かえって、いわゆる密入
国ブローカーの一員、ないしその手伝いとして本件密入
国に及んだ疑いが濃厚である。ただし、この後の点は被
告人に不利な事情であるので、認定には慎重を要すると
ころで、そのように判定するにはなお証拠が不充分であ
るという具合に認定する。したがって、結局、本件犯行
の動機という点については、特に酌量するものがあると
もまた特に不利な事情があるとも裁判所では考えな
い。」29

　
つまり、被爆の事実を認めながら、原爆症ではないと

し、現在治療を要するほどの病気は認められないという
曖昧な判決を下したのである。そして、第三点の「密航
ブローカーの疑い」のところで、それをもって密航の動
機とする確たる証拠もないことを自ら認めながらも、「密
入国ブローカーの一員、ないしその手伝いとして本件密
入国に及んだ疑いが濃厚である」としていることは、密
航ということによって被爆という本質的な問題を避ける
ことであったといえよう。

判決直後、孫振斗は市民の会との面会のときに「なぜ
日本の裁判所は私の言うことを信じてくれないのか。私
は被爆者ではないか。私が日本政府に治療してもらう権
利がある。母親もいつ死ぬか分からない、このまま帰っ
ても何も出来ないので、体を治して帰りたい」30と話した。
これまで早く帰るための即決裁判を希望していた彼の意
志に変化があらわれ、「治療をお願いする」といったこ
とが「治療して貰う権利がある」に変わっていたのであ
る。

　孫振斗の控訴意志によって、市民の会は井上正治弁
護士を選任して控訴裁判の準備にとりかかった。市民の
会は第二審での狙いを①多数の朝鮮人がなぜ日本で被爆
しなければならなかったか、②なぜ彼は密航して来なけ
ればならなかったか、③被爆朝鮮人に対して、日本政府
及び私たち日本人はこれまで何をしてきたのか、④彼の
治療要求を拒むのは何かの四点に集約しながら、次のよ
うな控訴文を出した。

「福岡高裁で行われる第二審は、孫さんだけでなく、
その背後に存在する被爆朝鮮人に対する日本政府と日本
人の責任追及、及び民衆に加えられた国家の暴虐に対し
ての告発といった意味をもつ裁判になるでしょう。そこ
で裁かれるのは国家だけでなく、私たち自身でもあるか
もしれません。」31

　
第一審まで、孫振斗個人の治療と滞留にフォーカスを

あてていた市民の会が、第二審をきっかけに、孫振斗だ
けでなく、韓国原爆被害者の被害という枠組みから日本
の責任を考えようとする訴えの形に変化していくことに
なった。ここには孫振斗を支援してきた市民の会の支援
動機が明らかにされている。市民の会は、朝鮮人の被爆
の責任について、国家だけではなく、自らの責任に向き
合うようになり、その責任を負うために孫振斗を支援し
ているのである。

1971年5月19日に行われた第二審の公判の法廷では、
井上弁護士の控訴趣意書の説明が行われ、「①唐津地裁
では原爆症ではないと判断しているが、原爆症は医学的
にも法律的にも認定できない。体験者には常に症状に対
する不安があり、これに対処するには単なる障害対策だ
けでなく、誰がどのように接していくかが問題である。
②孫さんが広島で被爆した事実は認められるとしながら
も、しかしなぜ朝鮮人が当時広島にいたかについては答
えていない。当裁判ではこのことを問題にしたい。③韓
国では原爆症治療はおろか、原爆を口にすることさえタ
ブーである」32という3点が強調された。孫振斗と市民の
会はなぜ被爆したのか、そしてなぜ韓国ではなく治療の
ために日本に密航しなければなかったのかなどを法廷で
訴えたが、6月7日、福岡高裁は「原爆症の治療を受け
る目的で密航したとする被告人の心情には同情すべきも
のがあるが、事情を充分に参酌するとしても、原判決の
刑の量定が重すぎて不当であるとして、これを破棄すべ
きものとは認めることが出来ない」33と述べ、控訴棄却を
下した。しかし、孫振斗は同情を求めていたのではなかっ
た。彼が要求したのは原爆症の治療であった。つまり、
被爆者としての権利を求めたのだが、日本政府はこのよ
うな権利を認めなかったのである。

控訴審判決後、孫振斗を支援する側では、今後どのよ
うな取り組みが可能であるか論争が起こった。しかし、
井上弁護士の見解（最高裁判所でも入管令が違法である）
から、法律的には無理があると判断し、孫振斗自身も上
告をあきらめて、刑が確定した。6月25日、彼は福岡刑
務所へ移監された。

このような裁判の敗訴と刑の確定は、孫振斗を支援す
る運動側にとってひとつの転機になった。1971年7月1
日、各地の市民の会は今後の方針を打ち出すために広島
に集まった。孫振斗の治療要求を支持し、韓国被爆者が
提起している問題を自己の問題としてとらえようとする
市民グループは、広島をはじめ長崎、福岡、大阪、東京
などで、次々と生まれた。そして、これらのグループは
それぞれ活動を続けてきたが、これまで分散していたた
めに力を出せなかったことを反省して、福岡を拠点に全
国組織をつくることを話し合った。討論の結果、各地の
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市民の会は「あくまで孫さんの原爆症治療と日本での在
留の要求を支持して運動を進めていくこと」という活動
方針が定まり、名称は「孫さんに治療を！全国市民連合
会」」34 （以下、連合会）と決まった。この連合会の結成
によって、原動力を失った孫振斗に対する支援運動は新
たに再出発をすることになった。

４．手帳裁判と通達 402 号

このように孫振斗の「出入国管理令違反裁判」の敗訴
は、孫振斗を支援する運動側が「連合会」として集結す
る転機となり、彼に対する運動が積極的に行われ始める
きっかけとなった。

8月6日、福岡では健康が悪化した孫振斗の刑の停止
と治療を要求するための集会が行われた。「連合会」は、
現在の日本の被爆者支援運動を批判しながら、この日の
集会の意味について次のように語っている。

「これまでの原水爆禁止運動発足以来原水爆の禁止と
被爆者救援は運動をすすめる車の両輪として、夏が近づ
けば全国各地で募金カンパが行われてきた。しかし、被
爆者を救援されるべき対象として位置づけた運動から浮
かび上がる被爆者像とは、常に原爆投下直後のガレキの
下に横たわる悲惨な姿であり、街行く人々は一年に一度
そうしたゲンバクのおそろしさ思い起し、金十円を投じ
ることで、免罪符を得た気持ちになっていたのではな
かっただろうか。（中略）その意味から言っても、ただ
一人の朝鮮人被爆者支援のための八・六福岡集会は、集
まった人数こそ少なかったが、日本人ひとりひとりの己
れ自身に対する新たな戦いのはじまりでもあったのであ
る」35

このように、「連合会」は原爆投下日が近づくと募金
をするなどの一時的な運動を批判しながら、自分の運動
の意義について、一人の朝鮮人被爆者のための自身、つ
まり、責任の主体である日本の国民としての自己に対す
る戦いであると意味づけている。それは、当時の日本国
民として一時的に募金などを通じて自らに対して免罪符
を下すような運動のあり方に向けた批判であり、より実
践的に、そして、より自己反省的に原爆責任を負う新た
な形であるだろう。　

その後、1971年10月、孫振斗の原爆症の疑いが判明し、
彼は被爆者健康手帳申請をすることになった。もともと
被爆者健康手帳の申請というのは被爆者の権利として、
当然のこととして原爆医療法などの援護をうける資格を
得るために行うことである。しかし、彼の場合は、これ

まで原爆被害の責任から逃げ、放置し続けてきた日本に
対する要求であり、密航韓国被爆者としては最初のケー
スであった。そして、彼の健康手帳申請は単に孫振斗だ
けの問題だけではなく、後ろに存在する韓国原爆被害者
たちの問題にも通じることを考えると、韓国原爆被害者
の闘争の歴史に大きな意義を持つといえるだろう。

孫振斗の被爆者健康手帳の申請から9ヶ月が過ぎた
1972年7月14日、福岡県は「同法の適用を受けるものは、
地域社会との結合関係があることが要件とされているの
であるが、あなたは日本国内在留の事実は、同法が予定
している居住関係ではなく、したがってあなたには同法
の適用はありません」36という理由から、被爆者健康手帳
の交付を却下した。つまり、拒否の理由は、被爆の事実
ではなく、法の適用範囲である日本居住がその理由で
あった。

翌日、「独自の判断で交付を」と題として小川政亮日
本社会事業大学教授の次のような談話が朝日新聞に掲載
され、外国人被爆者の権利としての被爆者健康手帳問題
がようやくクローズアップされることになった。

「福岡県の手帳交付が国の機関委任事務だから独自の
判断はしにくいと、厚生省の解釈をそのままとり入れた
ことは、納得しがたいし責任逃れではないか。（中略）原
爆医療法の趣旨は、国民に無断でした戦争で被爆させら
れた損失を国が補償するということで、日本国内にいる
被爆者には全部適用すべきで、居住地は便宜的に書かれ
ているに過ぎない。当時植民地支配の結果として日本に
いて被爆した朝鮮人、中国人にも適用するのが当然で、
たとえ密入国ではいってきても、日本政府は責任を果た
すべきだ。まして地方自治法の二案には、住民と滞在者
の安全、健康と福祉の保持が地方自治行政の基本原則と
されている。県としても滞在者孫さんに独自の判断で手
帳交付をすべきである。」37

小川の批判のように、原爆医療法、地方自治法の趣旨
から考えても却下は不当な決定であると考えられる。こ
の却下決定は孫振斗を再び被爆者とは認めないというこ
とを意味することであるだろう。

手帳申請の却下に対し、孫振斗と連合会は対策として、
新たに「却下処分取り消しを求める訴訟」に切り替える
準備にとりかかった。それとあわせて大阪からは孫振斗
の特別在留許可を求める署名運動が展開された38。そし
て、1972年10月2日に孫振斗と連合会は被爆者健康手帳
交付申請却下処分取消の訴状を福岡地裁に提出した。

福岡県を相手に訴訟を起したが、事実上の相手は厚生
省つまり日本政府であった。そして、この訴訟は被爆者
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の権利である被爆者健康手帳交付申請を却下処分したこ
とに対する取消を要求する訴訟として、原爆医療法のあ
り方を問う上で大きな意味を持つ訴訟であった。連合会
は日本社会にこのことを知らせ、世論を動かすために、
博多駅や広島駅に集まってデモをするなど積極的に動き
始めた39。

1973年5月22日、孫振斗の手帳裁判の第4回公判が開
かれた。原告である孫振斗側は「日本の植民地支配及び
戦争によって被害を受けた朝鮮人は日本国家に対してそ
の補償を請求する権利を有する。そして、侵略戦争を開
始した結果原爆被害をもたらした日本国家は原爆被害者
にたいして補償する責任がある」という趣旨の「準備書
面」を次のように法廷に提出した。

「原爆医療法は1945年8月6日、9日に於いて被爆者
が有するに至った日本国家に対する補償請求権につい
て、その範囲を定め具体的な手続きを定めたものと解さ
れるものである。そして同法の趣旨がそれである以上、
被爆したあらゆる人間が、国籍、現在の居住場所その他
一切の差別なく同法の定める利益を享受する権利を有す
るものといわなければならない。（中略）これを本件原
告についていえば、韓国へ強制送還された経歴があると
か現在定期の在留資格を有しないとか、刑の執行を受け
ている状態にあるとかという事情は一切原爆医療法の適
用上無関係であって、同人が広島で被爆したことおよび
手帳交付の申請をなした二点をもって手帳交付の権利を
有するものである」40

　
孫振斗が密航や刑の執行などの背景を持っているがゆ

えに被爆者健康手帳の交付を拒否することは不当であ
り、それは被爆者としての地位を認めていないというこ
とを意味する。被爆者としての地位の確認を求めるこの
訴訟の公判は、7回に渡って行われた。そして、1974年
3月30日福岡地方裁判所301号法廷で次のような判決が
下された。

「原爆医療法は外国人被爆者に対しても権利主体とし
ての法的地位を認めたもので、（中略）被爆者でさえあ
ればたとえその者が外国人であっても、その者が日本国
内に存在することによって、同法の適用を受けられると
するものと解するのが相当である。その結果として、わ
が国に観光ビザを目的として一時的に入国した外国人旅
行者や不法入国した者についても、その者が原子爆弾の
被害者である限り、その者に同法は適用されることにな
る。よって本件処分は取消すべきである」41

この判決で明らかにされたように、どのような背景が
あっても被爆の事実がある以上、被爆者として認めるべ
きであり、日本国内に現存する限り、日本国家の補償の
範囲に含むべきであるとの意味を持つ判決であった。こ
の判決の反響は大きく広がって、『朝日新聞』では「国
籍をとわずに救済責任」、『読売新聞』でも「密航の孫さ
ん勝訴」などの見出しを通じて社会に知られた。韓国の

『東亜日報』でも「日本地法韓国人原爆被害者勝訴判決
契機、韓国被爆者も救済を」などの見出しで取り上げら
れた。その中、『朝鮮日報』は、4月2日社説で「人類
最大の原爆被害の悲惨さは再言する必要もないが、かれ
らには、今度の孫氏の執念による勝訴の知らせが大きな
希望と鼓舞の契機となるもの」42であると孫振斗の裁判の
勝訴を評価した。判決に注目していた「韓国原爆被害者
協会」も、判決直後、「今般、日本国における韓国原爆
被害者孫振斗に対する裁判は、3月30日、一審において
勝訴し被爆者手帳を受け原爆症治療を受けることを当然
とする判決であった。従って日本侵略戦争の犠牲者とし
て韓国にいる2万余名の被爆者も、日本国内にいる日本
人被爆者と同等に救済されることを要望する」43とする声
明文を発表するなど、韓国被爆者たちはこの裁判の勝訴
を通じて、自分たちにも被爆に対する補償がもらえる道
が開かれることを大きく期待したのである。

しかし、福岡県はこれを不服とし、1974年4月12日に
控訴した。それによって、孫振斗に対する救済措置は再
び遠退くことになった。また、厚生省は「通達402号」44

を通じて、手帳交付の条件を治療目的として適法的に入
国し、1ヵ月以上日本に滞在しなければならないという
行政方針を定めた。これは韓国原爆被害者たちが日本で

「被爆者健康手帳」を取得することはできるが、手帳の
申請と交付、そして治療などは日本の領域内で居住関係
を持っているときのみ可能であるということを明示した
行政規則で、日本に居住関係を持つ者だけがその資格と
支援の対象になることを意味する。このような「通達
402号」の制約により、例えば、適法な手続きを通過し
て日本に入国しても一ヶ月以上滞在する場所がない韓国
原爆被害者の場合、被爆者健康手帳の交付は不可能と
なった。あるいは被爆者健康手帳を取得しても帰国と同
時に、つまり日本を離れると「被爆者健康手帳」の資格
は失ってしまうことになった。日本に居住する時だけ効
力を持つ「被爆者健康手帳」ではあったが、自国政府か
らの支援はもちろん、原爆症を理解する医療陣もなかっ
た1970年代当時の韓国において、十分な治療を受けたこ
とがない多くの韓国原爆被害者たちにとって、渡日後、

「被爆者健康手帳」を受けるというのは、彼らに対する
治療の道が開かれるという意味を持つことであった。し
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かし、この時期は日本に渡るということ自体が容易でな
い時期であったため、事実上、韓国被爆者が被爆者健康
手帳をもらい被爆者として認められることは不可能に近
く、韓国被爆者が期待していた救済の道は再び閉じられ
てしまった。

おわりに

以上、「韓国原爆被害者協会」の初期活動と孫振斗及
び韓国被爆者たちの密航背景について考察した。そして、
孫振斗の裁判の一審判決までの過程とその裁判を支援し
た日本の市民団体の活動を明らかにし、その意義につい
て議論した。

1967年に「韓国原爆被害者協会」が設立され、韓国被
爆者たちは集団となり、責任補償に対する声を高めた
が、日・韓両政府の消極的対応により、原爆症の治療が
行われないことはもちろん、彼らの苦しい生活も以前と
変わりなかった。日本では、1968年に「原爆特別措置法」
が制定され、日本の被爆者たちは国家補償に基づいた医
療や生活援護をもらえることになった。このような背景
が、原爆症を治療するために密航を選択しなければなら
なかった韓国被爆者を生じさせる原因になった。

このような背景から生じた密航被爆者の中で、1968年
の孫貴達の密航と強制送還は、日本社会に韓国被爆者の
苦しい状況を知らせることに大きな役割を果たし、「韓
国被爆者救援日韓協議会」という韓国被爆者を支援する
日本の市民団体が結成（1968年10月）されるきっかけに
なった。孫貴達の密航により知られた韓国被爆者に対す
る日本政府の政策は、日本の市民たちに、韓国被爆者が
戦中は日本人として被爆しながら、戦後は日本の被爆者
から差別されてきたことに気づかせた。その気付きを通
して彼らは、戦後日本の国民としての戦後責任という意
識を感じることになった。そして、その責任意識が市民
団体の結成につながることになったと考えられる。

1970年、韓国被爆者孫振斗の密航事件をきっかけに、
平岡敬や韓国被爆者に対する戦後責任意識を持つ多数の
人たちは、同年12月「孫さんを救援する市民の会」を結
成、孫振斗の保釈と治療のための支援活動を行うことに
なった。しかし、孫振斗は1971年5月19日の裁判で密入
国に対する刑が最終確定され福岡刑務所に収監された。
これをきっかけに、「孫さんを救援する市民の会」およ
び各地で孫振斗支援に関心を持ていった市民たちは7月
1日「孫さんに治療を！全国市民連合会」という全国規
模の市民団体を結成し、弁護人の選任、原爆症診断、法
廷での証人、広報・署名活動など積極的に支援活動をす
ることになった。

このような孫振斗を支援した「連合会」の活動の意義
は、当時の単発的な原水爆禁止運動（一時的な募金運動
など）に対する批判でもあり、一人の朝鮮人被爆者のた
めの日本の国民（責任の主体）としての自己に対する戦
いという自己反省である。

連合会の支援を受け、1971年10月5日、孫振斗は被爆
者健康手帳を申請したが、福岡県は彼が日本に居住関係
を持っていない外国人であることを理由として、被爆者
健康手帳の交付を却下した。それに対して孫振斗と連合
会は1972年10月2日に被爆者であることを認めさせるた
めに被爆者健康手帳交付申請却下処分取消訴訟を提起
し、1974年3月30日に一審裁判で勝訴した。これによっ
て、韓国被爆者たちも日本で被爆者として認められる道
が開かれたが、その後、厚生省から出された「通達402号」
は、日本国内だけに被爆者健康手帳の効力を限定させた
ため、韓国被爆者に対する差別政策は以前とあまり変わ
りなかった。

しかし、そうであったとしても、孫振斗と連合会が提
起した、いわゆる「手帳裁判」は無駄なことではなかっ
た。なぜなら、この裁判を通じて、韓国被爆者も被爆者
である（日本に居れば）ことがはじめて確認された。そ
して、韓国被爆者と日本の市民団体との連帯によるこの
裁判は、後に韓国被爆者が日本の市民団体と力を合わせ
て法的闘争を行っていく一つのモデルとなった。それゆ
え、この裁判は、韓国被爆者と日本の市民団体との連帯
の歴史を理解することにおいて欠かすことのできない意
味を持つ重要な裁判であったといえる。
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注
1　 韓国で韓国原爆被害者に関する研究が本格的に始

まったのは、1990 年代以降である。 社会福祉レベ
ルで原爆被害者の実態を調査、支援政策案を提示す
る韓国保健社会研究院の「原爆被害者実態調査」
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郎の闘い」（2015）など、韓国原爆被害者の状況を
知らせる研究や韓国原爆被害者に対する責任を問う
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日本の市民団体に関わる研究はあまりにもなされて
いない。
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なぜ生まれたのか』 凱風社、2000 年
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第 16 号、国会会議録（www.kokkai.ndl.go.jp）
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Activities of Civic Organizations to Support Victims of the
Atomic Bomb in Korea

- The trial of Son Jin-doo and the formation of a Japanese civic group -
Kim Jongwhoon

　This report is an analysis of the activities of civic groups in Japan that supported Son Jin-doo, a victim 
of the Korean atomic bomb, during the trial and the meaning of these activities.

　In response to the Japanese and Korean governments’ lukewarm response to damage compensation 
for the victims, the victims, including Son Jin-doo, chose to smuggle themselves into Japan for treatment. 
News of their illegal entry into the country and the plight of Korean atomic bomb victims became known 
to the Japanese community.

　Upon hearing the news, some Japanese citizens formed a group to provide support for Son's trial and 
treatment. Civic groups in Japan felt responsibility for the bombing as a post-war Japanese citizen for 
being discriminated against by Japan's atomic bomb victims in the post-war period. This is both a criticism 
of the anti-nuclear bomb campaign in Japan at the time and a reflection of Japan as a nation for one 
Korean atomic bomb victim.


